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内
臓
脂
肪
が
蓄
積
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
糖
尿
病
や
高
血
圧

症
、
脂
質
異
常
症
と
い
っ
た
生

活
習
慣
病
を
併
発
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
し
か
も
、
「
血
糖
値

が
ち
ょ
っ
と
高
め
」
「
血
圧
が

ち
ょ
っ
と
高
め
」
と
い
っ
た
、

ま
だ
病
気
と
は
診
断
さ
れ
な
い

予
備
群
で
も
、
併
発
す
る
こ
と

で
、
動
脈
硬
化
を
引
き
起
こ
し
、

心
臓
病
や
脳
卒
中
と
い
っ
た
命

に
か
か
わ
る
病
気
の
危
険
性
が

急
激
に
高
ま
る
の
で
す
。
 

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
の

発
症
の
危
険
性
は
、
危
険
因
子

（
肥
満
・
高
血
糖
・
高
血
圧
・

脂
質
異
常
）
の
数
と
大
き
く
か

か
わ
っ
て
お
り
、
数
が
多
く
な

る
ほ
ど
危
険
度
が
高
ま
り
ま
す
。
 

　
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
」
に
よ
る
早
期
発
見
・
早
期

対
応
で
、
生
活
習
慣
病
に
な
る

前
に
予
防
す
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
。
 

※
下
記
グ
ラ
フ
の
と
お
り
 

「特定健診・特定保健指導」が始まる背景

「医療保険者」が実施することでこのように変わります

「健診結果」に合ったサポート体制
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危険因子の保有数 

危険因子：肥満、高血糖、高血圧、高脂血症 Nakamura et al.jpn Cric J,65 : 11.2001
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　「特定保健指導」は、健診でみつかった「メタボリックシンドローム及び予備群」の人を
生活習慣病の発症リスクなどからレベル分けし、3つのレベル（「情報提供」「動機づけ支援」
「積極的支援」）ごとに専門家（医師・保健師・管理栄養士など）がサポート（保健指導）をし
ます。 

健康な人を含めて

　　　　全ての人に…

ー　情報提供　ー 
　健診結果の通知と同時に、健
診結果の読み方や具体的な健康
づくりの方法、健康づくりのサ
ークルや施設などの健康情報を
提供します。 

　40歳～74歳までの方が対
象となり、医療保険者が 1年
に 1回実施する健診を受診す
ることになるため、これまで
受診機会の少なかった被扶養
者（家族）や退職者も受診し
やすくなります。 

メタボ予備群の人に…

ー　動機づけ支援　ー 
　健診結果を基に、生活習慣を
振り返って生活改善の必要性を
理解してもらいます。専門家の
サポートを受けながら、すぐに
実行できる目標をたてます。　 

継続的な支援が

　　　　必要な人に…

ー　積極的支援　ー 
　内臓脂肪減量のために、目標
や行動計画を設定し、一定期間、
専門家のサポートを受けながら、
健康づくりを継続していきます。 

「医療保険者」 
健康保険組合、政府管掌健康保険、 
共済組合、市区町村国民健康保険、 
国民健康保険組合　等　 

　「医療保険者」が健診
データを保管・分析する
ので、過去のデータを踏
まえて保健指導を行うこ
とができ、継続的・効果
的な健康管理が可能にな
ります。 

　健診項目・健診結果の
様式が統一されるので、
転職・転居などで医療保
険者が変わった場合も、
加入者本人の希望により、
健診データを次の保険者
に移せます。 

●対象者● 
40～74歳の 
　　医療保険加入者 
（扶養家族を含む） 

詳しい健診のお知らせや受診場所等は、 
　　加入している医療保険者からの広報等でご確認ください！ 

　
こ
れ
ま
で
の
健
康
診
断
・
健
康
診
査

（
健
診
）
は
、
個
別
の
疾
患
を
早
め
に

見
つ
け
、
治
療
す
る
こ
と
を
目
的
に
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
健
診
の
結

果
、
高
血
圧
・
脂
質
異
常
な
ど
複
数
の

異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

疾
患
毎
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
た
よ
う

な
保
健
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

生
活
習
慣
病
予
防
全
体
の
対
策
と
し
て

は
、
必
ず
し
も
有
効
と
は
言
え
な
い
面

も
あ
り
、
医
療
費
も
増
大
す
る
一
方
で

し
た
。
 

　
そ
こ
で
、
増
え
続
け
る
医
療
費
の
多

く
を
占
め
る
「
生
活
習
慣
病
」
を
予
防

す
る
た
め
に
、
そ
の
原
因
と
な
る
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪

症
候
群
）
に
着
目
し
た
新
し
い
健
診
・

保
健
指
導
『
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
』
が
4
月
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
 

　
『
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
』
の

目
的
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
の
危
険
因
子
を
持
つ
人
々
を
見
つ
け
、

早
い
段
階
で
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
で

す
。
1
人
1
人
の
健
康
状
態
に
応
じ
た

サ
ポ
ー
ト
を
専
門
家
が
行
う
こ
と
で
、

生
活
習
慣
病
を
未
然
に
防
ぎ
ま
す
。
 

　
対
象
者
は
、
40
歳
〜
74
歳
の
国
民
健

康
保
険
や
被
用
者
保
険
（
健
康
保
険
組

合
・
政
府
管
掌
健
康
保
険
な
ど
の
医
療

保
険
）
の
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
（
家

族
）
や
退
職
し
た
方
の
全
員
が
対
象
と

な
り
、
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
 

　
ま
た
、
健
診
や
保
健
指
導
の
実
施
主

体
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

「
医
療
保
険
者
」
に
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
健
診
か
ら
保
健
指
導

へ
と
継
続
し
て
効
果
的
な
健
康
管
理
が

可
能
に
な
り
ま
す
。
 

　
健
診
と
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
特
定

保
健
指
導
を
受
け
、
生
活
習
慣
病
を
予

防
す
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
健
康
を

守
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
の
高

齢
社
会
に
お
け
る
医
療
費
の
伸
び
を
抑

制
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
 

　
年
に
1
回
は
、
健
診
を
欠
か
さ
な
い

よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
 

  

改善の必要度 低 改善の必要度 中 改善の必要度 高


